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滋賀県進路保障推進協議会 

高校生の進路保障に対する取り組み 

 

１．滋賀県進路保障推進協議会（進保協）とは ～進保協の役割～ 

人権の視点に立ち、県行政や労働行政・関係諸団体と連携しながら、同和地区出身生徒・学生等

をはじめとするすべての生徒・学生等の進路を保障する観点から、新規学卒者の公正採用選考をは

じめとする進路保障上の問題に関わって取り組んでいます。 

  「進路保障」とは、単に生徒の行き先を斡旋することではなく、「差別の現実に深く学ぶ」という

人権・同和教育の基本的視点を踏まえながら、一人ひとりの「将来に向けての歩み（過程）」や「将

来の生活」をどう保障していくのかという「教育総体の営み」を意味しています。そして、その将

来のために、“今どんな力を付けることが必要なのか”、“どういう力を育てなければならないのか”

を考えることはその人の進路を保障する上で大切な視点になります。 

「就職する」ということは、その人の人生や将来の生活、家族の生活等に関わる大きな決定であ

ることから、憲法でも「職業選択の自由」が保障されています。すべての人にとってそれほど重要

な場面において、差別や不適正な選考方法等の不合理な理由でその人の将来や将来に向けてのあゆ

みが閉ざされたり曲げられたりしたら、きわめて重大な問題です。「就職差別がないこと」、「公正な

採用選考が実施されること」は受験者の人権を守る上でも大切であることは明らかです。 

私たちが目指すところは、「すべての生徒・学生等の進路保障」とそのために「就職差別がなくな

り、公正な採用選考が行われること」です。決して事業所や個人を批判することではありません。

進保協ではこのことをたえず念頭に置きながら、取り組みを進めてきました。 

２．滋賀県進路保障推進協議会設立の歴史的背景 

 ○１９５０～６０年代・・・『 採用の自由 ＞ 職業選択の自由 』の考えのもと 

  ・応募用紙 → 会社独自の社用紙 

  ・面接質問 → 仕事をするための能力・適性以外の質問も多くあった 

  ・就職差別 → 同和地区出身者、障害者、女性、外国籍の人を排除 

        → 身元調査の実施、思想・信条等を採否の評価基準とする差別選考 

 ○１９７５年 【                  】差別事件 

   同和地区出身者を排除するために部落地名総鑑を購入し、就職差別が行われた。 

     差別がダメ理由 ＝                      

 ○１９７７年 滋賀県進路保障推進協議会  設 立 （２４の団体で構成） 

３．新規高卒者就職選考ルール 

  ・１人１社制・・・内定を得たら辞退しないように指導がなされており、大学や一般就職のように

複数応募はできない。 

↓ 

    担任や進路指導担当、保護者とも十分に相談しての応募であることを尊重して頂きたい。 

  ・連絡は学校を通して 

    基本的に本人との接触・連絡はできず、学校を通して連絡をする。内定後も同様。 

  ・本人と接触できるのは・・・ 

    応募前職場見学・採用選考・（           ） の３回に限られる。 



４．２０２１年度にあった不適正質問（概要） 

 ○ 件 数 

  ・受験報告書提出枚数・・・2,０１９枚（延べ 2,０１９名が就職選考試験を受験） 

  ・触法の恐れのある不適正質問・・・・・・・・・・県内 ６２社（県外を含めると 1００社） 

  ・触法の恐れのある不適正質問を受けた報告書枚数・県内 ８８枚（県外を含めると１３７枚）  

⇒ 滋賀の採用選考試験を受験した生徒の約(   )人に1人が触法のおそれのある質問を受けている。 

５．２０２１年度にあった不適正事象（具体的事項） 

 ○ 不適正質問 

・「家族構成」・「兄弟はいますか。」 

・「この会社にくることを家族はどう思っているのか」・「親にこの会社を選んで、何と言われた」 

・「どこに住んでる」・「通勤方法・通勤時間」 

  ・「アトピー、アレルギーはありますか」 

  ・「男性としてこの会社にできること」 

  ・「憧れている人は」「尊敬する人物はいますか。」（複数） 

  ・「弊社を希望する女性は少ないのですが、なぜ希望されたのですか。」 

  ・「好きな言葉」「モットーは」 

  ・「どんな本を読みますか、お気に入りの本は。」（複数） 

○ 内定後の書類、内定式 （近年の事例） 

  ・12 月下旬の 1 泊 2 日の会社説明会 

  ・家族全員分の住民票記載事項証明書 

  ・家族構成や家族の職業の記載を求める書類（人事情報登録書・社員カード等含む） 

  ・誓約書・身元保証書（求人票の記載と相違・賠償金額不記載） 

 

 

 

 

 

 

６．不適正質問・不適正事象を防ぐために 

 ○ 質問項目の設定・検証 

 ○ 評価基準の設定・検証 

 ○ 担当者間の入念な打ち合わせ 

 ○ 面接時の役割分担（ 司 会 ） 

  ・ 万が一不適正質問がなされた場合、ストップをかける役割 

・ 応募者が、事業所が収集してはいけない個人情報の話をし出した時に軌道修正をする役割 

○ 求人票作成段階からの計画 

・ 求人取り消しをしない 

  ・ 労働条件等を質問内容に入れるのであれば、求人票に分かりやすく明記 

○ 参考資料 

・ 『採用にあたって』・・・滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課 

・ 『公正な採用選考をめざして』・・・厚生労働省 

『誓約書』『身元保証書』 
「就業規則その他諸規則を遵守し・・・」との文言をよく見かけます。しかし、内

定段階で就業規則等を知るはずもなく、内容が分からないのに署名・捺印はできない
と考えるのが通常です。「以前から求めているから」ではなく、本当に必要なのかを今
一度検討して頂きたいと思います。 


